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神
道
青
年
全
国
協
議
会
に
よ
る
大
嘗
祭
前
の
大
祓
の
歴
史
的
意
義

　
　
　
　
　「
神
社
神
道
」
の
本
質
を
考
え
る
た
め
の
一
事
例
と
し
て

河　

村　

忠　

伸　
　

　
　
　
　
一
、　
は
じ
め
に

　

神
社
本
庁
お
よ
び
被
包
括
神
社
が
奉
じ
る
の
は
「
神
社
神
道
」
で
あ
る（

（
（

。
漠
然
と
「
神
道
」
と
せ
ず
、「
神
社
神
道
」
と
特
定
す
る
以

上
、
諸
派
の
神
道
か
ら
「
神
社
神
道
」
を
選
択
し
た
理
由
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
神
社
神
道
」
と
は
、
制
度
的
に
教
派

神
道
と
区
別
さ
れ
た
「
神
社
」
の
神
道
を
指
す
用
語
と
し
て
発
生
し
た
。
元
来
は
単
に
「
神
社
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
十
年
代

か
ら
「
神
社
神
道
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

２
（。
こ
の
教
派
神
道
と
区
別
さ
れ
た
「
神
社
」
を
別
の
表
現
で
「
国
家
ノ
宗

祀
」
と
も
称
し
た
。「
神
社
」
に
関
す
る
行
政
を
主
管
し
た
内
務
官
僚
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
一
般
的
な
「
国
家
ノ
宗
祀
」
理
解
と
は
、

神
社
の
物
的
（
社
殿
・
境
内
等
）・
人
的
（
神
職
）
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る
法
制
度
と
、
そ
の
法
制
度
の
淵
源
と
な
っ
た
、
神
社
を 

「
国
体
」
と
一
体
の
存
在
と
位
置
付
け
る
歴
史
観
で
あ
る（
３
（。
美
濃
部
達
吉
が
主
張
し
た
、
天
皇
の
祭
祀
大
権（
４
（に
官
国
幣
社
以
下
神
社
が
属

す
と
い
う
法
理
論
も
、
こ
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
法
制
度
と
歴
史
観
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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以
上
か
ら
、「
神
社
神
道
」
と
は
近
代
神
社
法
制
度
を
前
提
と
し
、
天
皇
、「
国
体
」
と
特
別
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
神
社
」

を
位
置
付
け
る
神
道
の
一
派
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
ら
ば
、
前
提
と
な
る
法
制
度
を
解
体
し
た
神
道
指
令
の
影
響
は
、
神
社
の
運
営
・

人
事
権
が
国
家
管
理
か
ら
離
れ
る
の
み
に
留
ま
ら
ず
、「
神
社
神
道
」
に
本
質
的
な
変
容
を
及
ぼ
す
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
戦
後
の
「
神
社
神
道
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
神
社
本
庁
設
立
に
参
画
し
た
葦
津
珍
彦（

５
（ 

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

国
の
神
祇
制
度
上
、
神
宮
神
社
を
法
制
的
に
「
国
の
宗
祀
」
と
し
て
復
古
す
る
希
望
が
消
え
た
と
し
て
も
、
神
社
の
精
神
の
本
質
が
、

「
日
本
人
の
社
会
国
家
の
精
神
的
基
礎
で
あ
る
」
と
の
信
条
を
死
守
す
る
線
か
ら
の
退
却
は
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
神
社
が
自
ら
、

私
人
の
一
宗
教
と
認
め
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い

こ
の
よ
う
に
葦
津
は
制
度
と
し
て
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が
消
滅
し
て
も
精
神
と
し
て
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
は
継
続
し
得
る
と
主
張
し
て
い

る
。「
神
社
本
庁
憲
章
」（
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
一
日
、
評
議
員
会
議
決
）
前
文
も
精
神
的
な
「
国
家
ノ
宗
祀
」
を
肯
定
す
る
歴
史
観

に
基
づ
く
。

　
　

 

神
祇
を
崇
め
、
祭
祀
を
重
ん
ず
る
わ
が
民
族
の
伝
統
は
、
高
天
原
に
事
始
ま
り
、
国
史
を
貫
い
て
不
易
で
あ
る
。
夙
に
大
宝
の
令
、

延
喜
の
式
に
皇
朝
の
風
儀
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、明
治
の
制
も
ま
た
神
社
を
国
家
の
宗
祀
と
定
め
て
、大
道
は
い
よ
い
よ
恢
弘
さ
れ
た
。

近
代
神
社
法
制
度
が
解
体
さ
れ
て
も
、「
国
体
」
と
神
社
が
一
体
で
あ
る
と
す
る
歴
史
観
・
神
社
観
に
立
脚
し
た
神
社
の
在
り
方
を
実
践

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
憲
章
を
見
る
限
り
神
社
本
庁
の
方
針
は
そ
の
路
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
小
野
祖
教（

６
（が
指
摘
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す
る
よ
う
に
、
神
社
本
庁
が
組
織
の
理
念
と
し
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」
を
明
確
に
掲
げ
た
訳
で
は
な
く
、
戦
後
、
宗
教
と
な
っ
た
と
理
解
し

た
神
職
も
多
く
存
在
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
葦
津
が
前
述
の
よ
う
に
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
時
点

に
お
い
て
神
社
本
庁
お
よ
び
被
包
括
神
社
が
共
有
す
る
明
文
化
さ
れ
た
「
神
社
神
道
」
の
定
義
は
存
在
し
な
い
。
今
後
、
神
社
本
庁
の 

「
神
社
神
道
」
を
定
義
す
る
方
法
は
二
種
類
あ
り
、
第
一
は
神
社
本
庁
内
部
の
意
思
決
定
手
続
き
を
経
て
明
確
な
定
義
を
提
示
す
る
方
法

で
あ
り
、
第
二
は
客
観
的
な
視
座
か
ら
神
職
・
氏
子
総
代
・
国
民
の
意
識
を
分
析
し
て
定
義
す
る
学
問
的
な
方
法
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
皇
と
神
社
と
の
関
係
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
が
、「
神
社
神
道
」
の
在
り
方
を
決
め
る
要
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
神
職
に
お
け
る
天
皇
に
対
す
る
意
識
を
探
る
一
例
と
し
て
、
神
道
青
年
全
国
協
議
会
が
、
平
成
二
年
に
実
施
し
た
「
大
嘗
祭
前

の
大
祓
―
五
畿
七
道
の
大
祓
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
現
代
に
お
け
る
「
神
社
神
道
」
の
性
質
を
考
究
す
る
材
料
と
し
た
い
。

　
　
　
　
二
、　
戦
前
期
に
お
け
る
大
嘗
祭
に
対
す
る
神
職
の
態
度

　

戦
後
の
神
職
の
天
皇
に
対
す
る
意
識
を
考
究
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
大
嘗
祭
に
対
す
る
青
年
神
職
の
意
識
を
取
り
上
げ
る
が
、
比

較
と
し
て
戦
前
期
の
神
職
の
大
嘗
祭
に
対
す
る
意
識
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。
明
治
四
年
五
月
十
四
日
太
政
官
布
告
に
よ
り
神
社
の
物
的
・

人
的
設
備
は
国
家
に
帰
属
し
、
祭
祀
も
国
家
が
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
大
礼
に
際
し
て
は
、
大
正
四
年
七
月
五
日
勅
令
第
一
〇
九

号
、
昭
和
三
年
十
月
二
十
七
日
内
務
省
令
第
三
七
号（
７
（に
よ
り
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
当
日
、
祭
祀
を
執
行
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
明

治
四
十
二
年
二
月
十
一
日
皇
室
令
第
一
号
「
登
極
令（

８
（」
第
十
二
条
第
二
項
に
は
「
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
当
日
勅
使
ヲ
シ
テ
神
宮
皇
霊
殿
神
殿
並

官
国
幣
社
ニ
奉
幣
セ
シ
ム
」
と
あ
る
。
大
嘗
祭
に
際
し
諸
神
社
に
奉
幣
が
あ
る
こ
と
は
、「
神
祇
令（

９
（」
に
「
凡
天
皇
即
位
惣
祭
天
神
地
祇
」

と
あ
り
、『
延
喜
式
』
に
も
奉
幣
使
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
神
社
が
国
家
に
帰
属
し
、
待
遇
官
吏
た
る
神
職
が
、
勅
令
・
法
令
に
基
づ
き

祭
祀
を
営
む
の
で
あ
る
か
ら
、「
即
位
礼
及
大
嘗
祭
ノ
当
日
官
国
幣
社
以
下
神
社
ニ
於
テ
行
フ
祭
祀
」
は
私
的
な
奉
祝
祭
典
で
は
な
く
、
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国
家
・
天
皇
に
公
認
さ
れ
た
大
嘗
祭
に
連
動
し
た
公
的
な
祭
祀
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
天
照
大
神
を
奉
斎
す
る
教
派
神
道
教
団
に
は
、
そ

の
よ
う
な
沙
汰
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
奉
幣
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
特
質
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
、
神
職
側
の
大
嘗
祭
に
対
す
る
意
識
を
見
る
に
、
目
黒
和
三
郎（

（1
（

は
「
神
社
百
年
の
計
策
は
、
御
大
礼
の
真
意
義
を
、
上
下
に
通
じ

て
普
遍
な
ら
し
む
る
よ
り
捷
径
の
も
の
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
し
、
河
野
省
三（

（（
（

は
「
御
大
礼
は
、
我
国
の
深
遠
な
る
祖
先
崇
拝
の
大
義
を
実

現
す
る
と
共
に
、
又
実
に
我
が
大
日
本
帝
国
の
神
国
た
る
所
以
を
発
揮
す
る
も
の
た
り
」
と
主
張
し
た
。
そ
の
上
で
、
全
国
の
神
職
は
法

令
で
定
め
ら
れ
た
祭
祀
に
留
ま
ら
ず
、
独
自
の
奉
祝
運
動
を
展
開
し
た
。
例
え
ば
、
東
京
府
神
職
会
は
宮
西
惟
助
謹
撰
で
幻
燈
映
画
を
作

成
上
映
し
て
御
大
礼
の
解
説
を
各
地
で
行
い
、
足
利
市
神
徳
会
は
郵
便
貯
金
に
よ
る
基
本
財
産
の
造
成
、
神
奈
川
県
神
職
会
は
記
念
事
業

と
し
て
境
内
整
備
の
推
進
、
島
根
県
神
職
会
は
記
念
事
業
及
び
和
歌
奉
納
、
岡
山
県
神
職
会
は
神
饌
幣
帛
料
供
進
使
の
装
束
調
製
、
山
形

県
神
職
会
は
「
御
大
典
記
念
夏
季
大
学
」
と
称
し
神
職
・
教
員
・
青
年
団
幹
部
九
十
名
の
研
修
会
を
行
っ
た
。
全
国
神
職
会
で
も
「
御
即

位
式
と
大
嘗
祭（

（1
（

」
と
い
う
氏
子
へ
の
頒
布
を
目
的
と
し
た
一
枚
刷
の
説
明
書
を
作
成
し
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
具
体
的
な
奉
祝
活
動
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
（
一
）　

門
戸
に
シ
メ
縄
を
張
り
国
旗
を
掲
げ
て
静
粛
に
奉
祝
す
る
こ
と
。

　
　
（
二
）　

十
一
月
十
日
午
前
賢
所
大
前
の
儀
の
時
刻
氏
神
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
。

　
　
（
三
）　

十
一
月
十
日
午
後
紫
宸
殿
の
儀
の
時
刻
祝
賀
式
場
又
は
各
戸
に
於
い
て
京
都
の
方
を
拝
し
午
後
三
時
萬
歳
を
唱
へ
る
こ
と
。

　
　
（
四
）　

十
一
月
十
二
日
宮
中
大
祓
当
日
氏
神
神
社
に
詣
り
祓
除
を
受
け
る
こ
と
。

　
　
（
五
）　

十
一
月
十
四
日
大
嘗
祭
当
日
氏
神
神
社
の
大
祭
に
参
拝
す
る
こ
と
。

　
　
（
六
）　

十
一
月
十
六
日
祝
杯
を
あ
げ
て
聖
壽
の
無
彊
を
祝
ひ
奉
る
こ
と
。
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こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
六
項
目
は
、
神
社
を
通
し
て
大
嘗
祭
を
奉
祝
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
目
黒
や
河
野
の
主
張
と
同
様
に
、

神
社
祭
祀
が
大
嘗
祭
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
す
る
理
解
に
立
脚
す
る
。
こ
の
文
章
に
お
け
る
「
氏
神
神
社
」
と
は
、
各
自
が
個
人
的
信

仰
に
よ
り
氏
神
と
仰
ぐ
神
社
で
は
な
く
、
神
社
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
た
神
社
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
近
代
神
社
法
制
度
を
前
提
と

し
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
期
の
大
嘗
祭
と
神
社
は
法
制
度
の
上
で
連
動
し
、
神
職
も
そ
の
意
識
で
奉
祝
運
動
を
展
開
し
た
。

　
　
　
　
三
、　
神
道
青
年
全
国
協
議
会
の
設
立

　

次
に
神
道
青
年
全
国
協
議
会
の
設
立
経
緯
を
見
る
に
、
同
会
は
大
東
亜
戦
争
終
結
後
に
結
成
さ
れ
た
青
年
神
職
の
同
志
的
結
合
に
よ
る

全
国
組
織
で
あ
る
。
略
称
は
「
神
青
協
」（
し
ん
せ
い
き
ょ
う
）
で
あ
る（

（1
（

。
そ
の
組
織
形
態
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
単
位
会（

（1
（

を
構
成
し
、

全
単
位
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
議
員
に
よ
り
総
会
を
開
催
し
て
、
会
長
選
任
、
会
則
、
事
業
計
画
、
予
決
算
等
を
決
定
す
る
と
い
う
協
議

会
形
式
で
あ
る
。
会
員
は
四
十
歳
前
後
ま
で
の
若
い
神
職
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
が
、
全
国
協
議
会
は
単
位
会
の
会
員
を
そ
の
ま
ま
正
会

員
と
し
、
単
位
会
の
会
員
条
件
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い（

（1
（

。
ま
た
、
近
県
の
単
位
会
が
集
ま
っ
て
「
地
区
」
を
形
成
し
て
い
る
（
例
え
ば
、

三
重
、
愛
知
、
静
岡
、
岐
阜
、
長
野
の
五
県
の
単
位
会
で
「
神
道
青
年
東
海
地
区
協
議
会
」
を
構
成
し
て
い
る（

（1
（

）。
地
区
ご
と
に
研
修
会

や
活
動
を
行
い
、
地
区
か
ら
理
事
を
全
国
協
議
会
の
理
事
を
推
薦
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
で
、
県
単
位
で
は
広
範
に
過
ぎ
、
全
国
単
位

で
は
目
の
届
き
に
く
い
課
題
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
神
社
本
庁
の
「
指
定
団
体（

（1
（

」
と
し
て
、
事
務
局
を
神
社
本
庁

内
に
置
き
、
そ
の
支
援
を
受
け
、
神
社
本
庁
よ
り
理
事
一
名
を
受
け
入
れ
る
な
ど
協
力
関
係
に
あ
る
。
平
成
三
十
年
時
点
の
会
員
数
は

三
千
四
百
余
名
で
あ
る
。

　

神
青
協
の
創
立
は
、
神
道
指
令
に
よ
る
神
社
神
道
護
持
に
対
す
る
危
機
感
を
契
機
と
す
る
。
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
八
日
に
宮
地
治
邦（

（1
（

 

ら
が
中
心
と
な
り
、
発
起
人
会
が
結
成
さ
れ
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
二
十
九
日
に
第
一
回
会
合
を
行
い
、
各
地
へ
趣
意
書
を
発
送
し
た（

11
（

。
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仮
称
全
国
神
道
青
年
会
結
成
趣
意
書

　
　
　

厳
寒
膚
を
刺
す
の
候
に
も
拘
ら
ず
諸
彦
に
は
、
益
々
青
年
の
情
熱
を
斯
道
の
た
め
炎
と
燃
や
し
て
居
ら
れ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。

　
　
　

我
々
青
年
神
道
人
こ
そ
新
生
神
社
神
道
の
推
進
力
で
あ
り
、
ま
た
次
代
を
担
当
す
べ
き
責
任
者
で
も
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

こ
の
故
に
我
々
は
、
よ
り
強
い
信
仰
と
、
よ
り
広
い
智
識
と
、
よ
り
卓
越
し
た
技
能
と
を
目
指
し
て
、
互
に
切
磋
琢
磨
し
、
共
に

悩
み
、
共
に
苦
し
み
、
共
に
手
を
と
り
合
っ
て
精
進
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。

　
　

 　

幸
ひ
各
地
に
お
い
て
諸
彦
は
、
青
年
神
職
会
、
神
道
青
年
会
等
の
名
の
下
に
既
に
盛
り
上
が
る
情
熱
を
結
集
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
情

報
を
得
て
、
私
共
中
央
に
職
に
奉
ず
る
も
の
は
誠
に
力
強
く
感
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

し
か
し
な
が
ら
各
地
に
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
の
運
動
は
、
飽
く
ま
で
局
地
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
力
も
分
散
的
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

火
と
燃
え
る
信
仰
は
、
燎
原
を
焼
く
如
く
な
ら
ね
ば
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
卓
越
せ
る
斯
道
刷
新
の
意
見
を
一

地
区
に
止
め
る
こ
と
は
、
斯
界
の
大
い
な
る
損
失
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

ま
た
優
秀
な
る
技
能
、
尊
き
経
験
を
広
く
分
か
ち
合
っ
て
の
互
ひ
に
足
ら
ざ
る
を
補
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

各
地
に
結
集
さ
れ
て
ゐ
る
青
年
会
を
横
に
連
絡
し
、
意
見
の
交
換
、
智
識
、
技
能
の
交
流
を
計
り
、
進
ん
で
全
国
同
志
の
人
間
的
、

精
神
的
団
結
を
計
る
こ
と
こ
そ
、
現
在
の
急
務
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

　
　

 　

こ
ゝ
に
私
共
有
志
は
広
く
同
憂
諸
彦
を
と
交
り
を
厚
く
し
、
埋
れ
た
る
人
材
を
見
出
し
、
青
年
本
来
の
使
命
を
達
成
せ
ん
た
め
、

青
年
神
道
人
の
大
同
団
結
を
企
画
し
、
全
国
神
道
青
年
会
の
結
成
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

全
国
の
青
年
神
道
人
諸
彦
‼

　
　
　

神
社
神
道
の
明
る
い
将
来
の
た
め
に
団
結
せ
ら
れ
ん
こ
と
を

　
　
　

昭
和
廿
四
年
二
月
二
日
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仮
称
全
国
神
道
青
年
会
決
起
発
起
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
地
治
邦　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
一
同　
　
　

　
　
（
後
略
）

ち
な
み
に
、
趣
意
書
の
発
行
日
で
あ
る
二
月
二
日
は
昭
和
二
十
一
年
に
神
祇
院
が
解
体
さ
れ
た
日
で
も
あ
る
。
こ
の
趣
意
書
の
後
段
に
事

務
連
絡
と
し
て
「
事
務
所
を
神
社
本
庁
内
に
置
い
て
居
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
発
起
人
と
神
社
本
庁
と
の
間
に
協
議
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
社
本
庁
で
は
神
道
青
年
会
結
成
を
助
成
す
べ
く
、
都
道
府
県
神
社
庁
に
対
し
、
二
月
二
十
八

日
付
で
後
援
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
運
動
の
成
果
が
あ
っ
て
、
六
月
十
五
日
、
神
社
本
庁
講
堂
に
お
い
て
十
二
の
既
存
組
織
、

十
三
の
神
社
庁
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
を
は
じ
め
と
す
る
百
余
名
の
参
加
に
よ
り
全
国
神
道
青
年
結
成
準
備
会
が
開
催
さ
れ
、
翌
十
六
日
に

は
総
会
が
國
學
院
大
學
院
友
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
総
会
に
お
け
る
宣
言
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

宣
言
文　

現
下
社
会
情
勢
の
混
沌
た
る
時
機
に
際
会
し
、
全
国
神
道
青
年
の
要
望
に
応
へ
、
今
日
代
表
有
志
の
総
会
を
開
き
、
宗
教

的
情
熱
を
結
集
し
て
、
茲
に
神
道
青
年
全
国
協
議
会
を
結
成
し
得
た
り
。
吾
等
世
代
を
担
ふ
青
年
神
道
人
は
全
国
都
道
府
県
に
神
道

青
年
団
体
を
組
織
し
、
民
族
精
神
の
基
盤
た
る
神
社
信
仰
の
本
義
に
徹
し
て
、
変
貌
す
る
時
局
に
対
処
し
永
遠
な
る
伝
統
の
生
命
を

旺
に
し
、
以
て
国
家
再
興
の
た
め
、
強
力
な
る
運
動
を
展
開
せ
ん
こ
と
を
期
す
。
右
宣
言
す
。

宣
言
文
中
の
「
宗
教
的
情
熱
」、「
民
族
精
神
の
基
盤
た
る
神
社
信
仰
の
本
義
」
は
、
設
立
時
の
青
年
神
職
の
意
識
を
窺
い
知
る
こ
と
が 
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で
き
る
興
味
深
い
表
現
で
あ
る
。

　

神
青
協
は
結
成
準
備
会
に
お
い
て
、
神
社
本
庁
か
ら
独
立
し
た
組
織
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
が
、
組
織
的
、
経
済
的
に
独
自
に

活
動
で
き
る
状
態
で
は
な
く
、
神
社
本
庁
に
対
し
、
教
化
委
員
会
講
習
会
を
神
道
青
年
全
国
協
議
会
中
央
講
習
会
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
、

地
方
青
年
会
が
講
師
派
遣
を
依
頼
す
る
場
合
は
神
社
本
庁
に
て
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
の
二
点
を
陳
情
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
神
社
本
庁

は
評
議
員
会
に
お
い
て
「
神
道
青
年
運
動
援
助
」
を
決
議
し
た
。
こ
の
よ
う
に
。
協
力
関
係
を
有
し
つ
つ
も
、
神
社
本
庁
か
ら
独
立
し
て

設
立
さ
れ
た
経
緯
を
有
す
る
た
め
、
神
青
協
を
安
易
に
神
社
本
庁
の
下
部
組
織
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
各
時
代
、
事
業
に
お
け
る
神

社
本
庁
と
の
関
係
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

同
年
六
月
三
十
日
に
は
、
各
単
位
会
代
表
に
対
し
、「
指
令
第
一
号
」
と
題
し
総
会
で
決
議
し
た
方
針
を
通
達
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

青
年
神
職
の
組
織
化
を
第
一
段
階
と
し
て
、
氏
子
青
年
の
組
織
化
、
近
県
へ
の
波
及
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
、　
大
嘗
祭
前
の
大
祓

　

戦
前
に
お
い
て
は
、
登
極
令
、
皇
室
祭
祀
令
な
ど
皇
位
継
承
に
伴
う
諸
儀
式
に
関
す
る
規
定
、
皇
室
令
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
、

そ
れ
ら
は
失
効
し
、
代
替
の
法
令
の
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
際
会
し
て
、
神
社
本
庁
お
よ
び
神
道
政
治
連
盟
で
は
、 

「
伝
統
」
に
則
っ
た
皇
室
行
事
の
執
行
を
願
い
、
運
動
を
展
開
し
た
。
前
述
の
通
り
、
戦
前
期
の
神
職
は
大
嘗
祭
を
「
神
社
百
年
の
計
策
」

と
位
置
付
け
て
い
た
が
、
非
政
治
的
な
奉
祝
・
教
化
・
記
念
事
業
に
終
始
し
、
御
大
礼
の
在
り
方
に
つ
い
て
政
治
的
運
動
を
展
開
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
皇
室
令
と
大
礼
使
が
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
失
効
し
た
戦
後
に
あ
っ
て
伝
統
的

な
大
嘗
祭
の
斎
行
を
希
望
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
的
な
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
政
府
に
働
き
か
け
、
社
会
に
対
し
て
啓
発
運
動
を
展
開
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
神
職
の
意
識
が
変
化
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
社
本
庁
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で
は
平
成
元
年
四
月
十
二
日
の
役
員
会
に
お
い
て
、
即
位
礼
・
大
嘗
祭
・
大
饗
に
対
す
る
神
社
本
庁
の
基
本
姿
勢
及
び
御
大
礼
の
意
義
啓

発
な
ど
を
目
的
と
し
た
特
別
会
計
な
ど
活
動
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
明
確
に
し
た（

1（
（

。
こ
の
基
本
姿
勢
に
お
い
て
、「
登
極
令
の
規
定
に
準

拠
す
る
こ
と
を
第
一
の
原
則
と
し
」
と
あ
り
、
神
社
本
庁
及
び
神
社
関
係
諸
団
体
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
皇
室
行
事
の
「
伝
統
」
と
は
登

極
令
及
び
皇
室
令
に
準
拠
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
神
社
は
一
宗
教
法
人
で
あ
り
、
皇
室
と
の
法
制
上
の
関

係
は
、
神
道
指
令
に
よ
り
消
失
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
自
主
的
に
御
大
礼
を
輔
翼
す
る
方
向
で
神
社
本
庁
の
方
針
が
決
し
た
こ
と
は
、

こ
の
時
点
に
お
い
て
葦
津
の
よ
う
な
神
社
観
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

活
動
を
展
開
す
る
上
で
神
職
の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
り
、
同
年
の
教
学
研
究
大
会
は
「
天
皇
と
即
位
儀
礼
」、
翌
年
の
教
化
会
議
は
「
大

嘗
祭
」、
教
学
研
究
大
会
は
「
大
嘗
祭
と
式
年
遷
宮
」
を
そ
れ
ぞ
れ
主
題
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全
国
に
波
及
し
、
各
地
に
お
い

て
も
大
嘗
祭
に
関
す
る
研
修
会
が
開
催
さ
れ
た
。
平
成
元
年
十
一
月
十
六
日
に
は
、
神
社
本
庁
総
長
の
白
井
永
二
、
作
曲
家
の
黛
敏
郎
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
の
宇
野
精
一
ら
が
発
起
人
と
な
っ
て
、「
大
嘗
祭
の
伝
統
を
守
る
国
民
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
要
望
書
を
自
民
党

国
民
運
動
本
部
長
の
関
谷
勝
嗣
に
手
交
し
た
。
こ
の
他
、「
大
嘗
祭
の
伝
統
を
守
る
国
民
委
員
会
」
で
は
一
千
万
人
署
名
運
動
を
具
体
的

活
動
と
し
て
掲
げ
、
神
社
本
庁
で
は
都
道
府
県
神
社
庁
を
通
じ
、
全
国
的
な
署
名
運
動
を
展
開
し
、
こ
れ
が
大
嘗
祭
の
伝
統
護
持
に
関
す

る
神
社
関
係
者
の
中
核
的
な
事
業
と
な
っ
た（

11
（

。

　

神
青
協
に
お
い
て
も
積
極
的
に
署
名
運
動
に
参
画
し
、
毎
年
八
月
に
開
催
す
る
研
修
会
で
あ
る
「
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
」
の
平
成
元
年
度
の

主
題
を
「
大
嘗
祭
」
と
定
め
て
開
催
し
、
専
門
知
識
の
習
得
に
努
め
た
。
こ
の
他
、
神
青
協
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
「
大
嘗
祭
前
の
大

祓
―
五
畿
七
道
の
大
祓（

11
（

」
が
あ
る
（
以
下
、便
宜
上
「
大
嘗
祭
前
大
祓
」
と
呼
称
す
る
）。
こ
の
事
業
を
主
管
し
た
の
は
、平
成
元
年
四
月
、

第
四
十
一
回
定
例
総
会
に
お
い
て
、
皇
室
行
事
に
関
す
る
特
別
委
員
会
と
し
て
設
置
が
決
議
さ
れ
た
「
伝
統
に
基
づ
く
皇
室
行
事
を
考
へ

る
委
員
会（

11
（

」
で
あ
る
。
同
委
員
会
の
委
員
長
に
は
森
田
邦
義
が
指
名
さ
れ
、
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
活
動
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方
針
は
、『
神
社
新
報
』
第
二
〇
七
〇
号（

11
（

に
、
他
の
神
社
本
庁
指
定
団
体
の
御
大
典
に
む
け
た
活
動
方
針
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　

昨
年
十
二
月
、
政
府
は
平
成
の
御
大
典
の
期
日
と
そ
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
た
。
既
に
御
承
知
の
如
く
、
即
位
の
礼

は
十
一
月
十
二
日
、
国
の
行
事
と
し
て
執
行
し
、
大
嘗
祭
は
皇
室
行
事
と
し
て
十
一
月
二
十
二
日
に
斎
行
す
る
と
決
定
さ
れ
た
。
確

か
に
、
大
嘗
祭
が
京
都
で
行
は
れ
ず
、
ま
た
葦
津
先
生
が
「
朝
日
」
紙
上
に
述
べ
て
を
ら
れ
る
や
う
に
天
皇
陛
下
ご
親
祭
と
い
ふ
一

事
を
忘
れ
て
の
議
論
は
全
く
不
快
な
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
現
況
に
お
い
て
落
ち
つ
く
べ
き
所
に
落
ち
つ
い
た
感
が
す
る
。

　
　
　

こ
れ
を
う
け
て
今
後
、
神
社
界
に
あ
る
我
々
は
、
何
を
為
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
へ
た
い
。

　
　

 　

今
年
一
月
七
日
天
皇
陛
下
一
周
年
祭
遙
拝
式
、
翌
八
日
御
諒
闇
あ
け
大
祓
式
が
本
庁
通
達
の
も
と
、
全
国
の
お
社
で
執
行
さ
れ
、

こ
の
一
年
間
の
先
帝
を
う
し
な
っ
た
国
民
の
悲
し
み
の
ケ
ガ
レ
を
祓
ひ
、
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
臨
時
の
大

祓
は
過
去
に
お
い
て
国
家
の
よ
か
ら
ぬ
こ
と
や
大
事
に
際
し
、
そ
の
都
度
行
は
れ
て
き
て
を
り
、
特
に
大
祀
で
あ
り
、
清
浄
を
極
め

る
大
嘗
祭
の
前
に
も
大
祓
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　

 　

延
喜
式
の
「
践
祚
大
嘗
祭
」
の
項
に
、「
お
よ
そ
大
祓
の
使
ひ
は
八
月
上
旬
に
卜
定
し
て
、
左
右
京
に
一
人
、
五
畿
内
に
一
人
、

七
道
に
各
一
人
。（
中
略
）
左
京
の
職
司
、
晦
日
に
集
り
祓
す
る
こ
と
二
季
の
如
く
せ
よ
」
と
あ
る
如
く
、
五
畿
七
道
の
祓
と
称
し
、

国
中
の
汚
穢
を
祓
ひ
、
大
嘗
祭
を
迎
へ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
御
大
礼
が
行
は
れ
た
京
都
に
お
い
て
は
八
月
以
降
、
毎
月
、
大
祓
を

厳
修
し
た
こ
と
が
鈴
木
重
胤
著
『
大
祓
詞
講
義
』
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
陛
下
御
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
は
、
清
浄
な
上
に
も
清
浄

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
故
、
昔
か
ら
京
都
近
辺
に
お
い
て
大
嘗
祭
の
三
日
間
、
梵
鐘
誦
経
の
音
ま
で
禁
じ
た
程
で
あ
る
。

　
　

 　

昨
年
よ
り
我
々
は
大
嘗
祭
の
問
題
で
署
名
を
集
め
研
修
会
を
開
き
、
ま
た
ハ
ガ
キ
、
電
報
に
よ
る
要
望
活
動
を
展
開
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は
全
て
間
接
的
な
支
援
の
活
動
で
あ
り
、
神
明
奉
仕
者
と
し
て
の
我
々
が
直
接
的
な
立
場
で
大
嘗
祭
に
携
は
れ
る
機
会
と
い
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へ
ば
、
こ
の
大
嘗
祭
前
の
大
祓
と
国
を
挙
げ
て
の
奉
祝
（
大
饗
）
の
み
に
限
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
　

 　

そ
こ
で
真
っ
先
に
我
々
は
国
中
の
汚
穢
を
除
き
、
天
下
万
民
の
罪
穢
を
祓
ふ
国
の
大
祓
を
古
例
に
な
ら
っ
て
執
行
し
、
国
中
清
ら

か
に
し
て
、
厳
粛
か
つ
盛
大
に
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
る
や
う
広
く
世
に
訴
へ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
す
る
。

す
な
わ
ち
、
大
嘗
祭
前
大
祓
と
は
、『
延
喜
式
』
に
定
め
ら
れ
た
「
五
畿
七
道
の
大
祓
」
を
執
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
な
方
法
と

し
て
、「
古
儀
の
精
神
を
伝
へ
る
た
め
に
―
大
嘗
祭
前
の
大
祓
斎
行
に
つ
い
て
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、全
神
職
に
配
布
し
て
、

そ
の
意
義
を
啓
発
す
る
と
と
も
に
、
八
、九
、十
月
の
各
晦
日
に
各
神
社
の
社
頭
で
大
祓
の
執
行
を
呼
び
掛
け
た（

11
（

。
そ
の
形
態
は
神
社
本
庁

の
定
め
る
「
神
社
に
於
て
行
ふ
恒
例
式
」
に
準
じ
る
。
こ
の
主
張
を
受
け
て
、
関
東
・
東
京
で
は
執
行
を
宣
言
し
た
と
『
神
社
新
報
』
に

記
載
さ
れ
る
。
神
青
協
と
は
別
に
、
神
社
本
庁
で
も
七
月
三
十
一
日
付
通
達
「
即
位
礼
・
大
嘗
祭
当
日
神
社
に
於
て
行
ふ
祭
祀
並
び
に
臨

時
大
祓
の
件（

11
（

」
を
も
っ
て
、
宮
中
の
大
祓
に
合
せ
て
十
一
月
二
十
日
に
「
臨
時
大
祓
」
を
「
神
社
に
於
て
行
ふ
恒
例
式
」
に
準
拠
し
て
斎

行
す
る
よ
う
都
道
府
県
神
社
庁
を
通
じ
て
被
包
括
神
社
に
通
達
し
て
い
る
。

　

大
嘗
祭
前
大
祓
の
典
拠
は
『
延
喜
式
』
に
あ
る
。
現
在
で
も
「
式
内
社
」
と
由
緒
に
掲
げ
る
神
社
が
全
国
に
鎮
座
す
る
よ
う
に
、『
延

喜
式
』
は
律
令
祭
祀
に
お
け
る
基
本
で
あ
り
、
現
在
の
神
社
神
道
に
お
い
て
も
主
要
な
古
典
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
に

「
践
祚
大
嘗
祭
」
の
巻
を
繙
き
、「
大
祓
使
」
を
見
つ
け
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
任
神
職
で
、
大
嘗
祭
前
大
祓
の
斎
行

を
主
張
し
た
の
は
、
辰
守
弘
の
「
御
諒
闇
あ
け
に
臨
時
の
大
祓
を（

11
（

」
を
嚆
矢
と
す
る
。

　
　

 　

今
、
神
社
界
で
は
御
大
典
に
む
け
気
運
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
す
ば
ら
し
き

事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
邁
進
す
る
に
今
一
つ
す
が
す
が
し
い
心
に
な
り
き
れ
な
い
人
も
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
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そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
国
の
御
親
た
る
昭
和
天
皇
が
神
去
ら
れ
て
未
だ
日
も
浅
く
、
そ
の
衝
撃
の
癒
え
て
い
な
い
人
に
は
当
然
に
し
て

当
然
の
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　

 　

昭
和
天
皇
様
は
、
歴
代
の
天
皇
様
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
長
き
御
治
世
を
通
じ
て
、
御
憂
念
の
歴
史
を
歩
ま
れ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
特
に
昭
和
二
十
年
敗
戦
、
そ
れ
に
続
く
一
連
の
占
領
政
策
と
制
度
の
変
革
は
、
大
き
な
心
の
傷
と
し
て
、
残
る
こ
と
に
な
っ
た

よ
う
に
想
わ
れ
ま
す
。
敗
戦
は
未
来
永
遠
に
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
傷
で
あ
り
ま
す
し
、
明
治
大
帝
の
定
め
ら
れ
た
憲
法
や
教

育
勅
語
そ
れ
に
皇
室
典
範
な
ど
多
く
の
も
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
悲
し
き
現
実
に
も
昭
和
天
皇
様
は
耐
え

に
耐
え
ら
れ
、
国
民
の
先
頭
に
お
立
ち
に
な
っ
て
、
日
本
の
復
興
の
原
動
力
と
な
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

敗
戦
後
の
経
済
の
復
興
は
、国
民
の
勤
勉
努
力
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、昭
和
天
皇
様
の
御
高
徳
に
負
う
と
こ
ろ
も
す
こ
ぶ
る
多
か
っ

た
と
想
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
る
天
皇
様
を
、
我
ら
は
敬
愛
し
、
崇
め
尊
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
　

 　

昭
和
天
皇
様
が
お
隠
れ
に
な
り
、
新
帝
陛
下
が
皇
位
を
継
承
な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
大
君
と
仰
ぎ
慕
い
尊
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
陛

下
の
崩
御
で
、
国
民
が
す
ぐ
に
心
の
転
換
が
図
ら
れ
ぬ
と
し
て
も
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
然
も
、
未
だ

御
諒
闇
中
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
追
慕
の
情
、
悲
し
み
の
心
晴
れ
や
ら
ぬ
人
は
多
く
て
当
然
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
か

く
し
て
お
れ
ぬ
故
に
、
御
諒
闇
あ
け
を
も
っ
て
、
大
き
な
区
切
り
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
つ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

そ
の
区
切
り
を
し
っ
か
り
と
つ
け
る
意
味
で
も
、
過
去
国
家
の
よ
か
ら
ぬ
こ
と
や
大
事
に
際
し
、
そ
の
都
度
臨
時
の
大
祓
が
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、
御
諒
闇
明
け
の
後
、
新
帝
陛
下
を
は
じ
め
皇
室
の
方
々
の
御
悲
し
み
を
祓
い
、
国
民
の
枯
れ
た
心
を
祓
い
清
め
、

国
中
の
罪
穢
れ
を
祓
う
べ
く
臨
時
の
大
祭
を
執
行
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
鈴
木
重
胤
の
『
大
祓
詞
講
義
』
に
は
、
臨
時
の
大

祓
を
「
除
服
諒
闇
の
終
、
大
嘗
会
前
（
略
）、
斎
宮
群
行
等
の
事
に
つ
い
て
行
は
れ
」
と
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

御
諒
闇
明
け
に
国
の
大
祓
い
を
執
行
し
、
一
区
切
り
を
つ
け
た
後
、
我
ら
国
民
も
真
に
心
機
一
転
、
新
帝
陛
下
の
御
大
典
に
む
け
、
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力
強
く
た
ゆ
ま
ず
国
民
の
真
心
を
結
集
し
て
、
御
大
典
が
古
例
に
の
っ
と
り
厳
粛
且
つ
盛
大
に
、
皇
室
の
重
儀
、
国
の
大
事
と
し
て

な
さ
れ
る
よ
う
に
勤
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
こ
れ
日
本
人
の
使
命
と
考
え
ま
す
。
も
と
よ
り
、
事
前
の
準
備
は
遺
漏
無
き
よ

う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
事
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

 　

ま
ず
は
我
々
の
で
き
る
こ
と
か
ら
行
動
に
う
つ
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
臨
時
の
大
祓
に
意
義
を
認
め
ぬ
方
は
論
外
で
す
が
、
実

行
す
べ
き
だ
と
お
考
え
の
方
は
実
行
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
又
、各
地
で
実
行
す
る
よ
う
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

神
明
奉
仕
者
の
み
な
ら
ず
陛
下
を
い
た
だ
く
国
民
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

 　

そ
れ
で
は
次
に
、
そ
の
執
行
時
期
に
つ
き
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
成
二
年
一
月
七
日
に
、
昭
和
天
皇
様
の
権
殿
一
周
年

祭
、
山
陵
一
周
年
祭
が
執
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
節
に
、
二
月
二
十
四
日
の
斂
葬
の
儀
の
折
各
神
社
で
奉
悼
遙
拝
式
を
執
行
い
た
し
た

よ
う
に
、
又
明
治
天
皇
様
の
一
周
年
祭
の
時
、
遙
拝
式
を
執
行
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
（
神
社
協
会
雑
誌
参
照
）、
昭
和
天
皇
様
の

一
周
年
祭
遙
拝
式
を
神
社
で
執
行
致
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
神
社
人
な
ら
、
常
識
と
し
て
御
理
解
い
た
だ
け
る
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
一
周
年
祭
遙
拝
式
の
翌
日
、
一
月
八
日
に
国
の
大
祓
を
い
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
明
治
天
皇
様
の
折
で
も
そ
の
よ
う

に
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。「
大
祓
ハ
、
一
周
年
祭
ノ
翌
日
之
ヲ
行
フ
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
皇
室
の
例
に
な
ら
い
、
又
、
神
社
が

執
行
し
て
き
た
よ
う
に
（
神
社
協
会
雑
誌
参
照
）
い
た
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、
皇
室
服
喪
令
第
十
五
条
に
は
、「
大
喪

ニ
ハ
皇
族
及
臣
民
喪
ヲ
服
ス
」
と
あ
り
、喪
を
祓
う
意
味
で
も
御
諒
闇
明
け
の
大
祓
の
意
義
を
ご
御
理
解
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
　

 　

次
に
、
大
嘗
祭
前
の
大
祓
に
つ
い
て
も
記
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
世
に
五
畿
七
道
の
祓
え
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
で

す
。『
延
喜
式
』
の
「
践
祚
大
嘗
祭
」
の
項
に
、
大
祓
の
使
い
は
卜
定
し
て
、
八
月
上
旬
に
左
右
五
畿
七
道
に
使
い
を
遣
わ
し
て
、
大

祓
を
せ
し
め
る
こ
と
と
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
大
嘗
祭
は
大
祀
で
あ
り
、
日
本
最
大
最
高
の
祭
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
大
嘗
祭
を
む
か
え
る
に
あ
た
り
、
国
中
の
汚
穢
を
祓
い
清
め
る
べ
く
、
国
の
大
祓
を
執
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
も
と
よ
り
、 
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聖
上
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
大
嘗
祭
の
万
全
を
き
し
、
恙
な
く
斎
行
さ
れ
る
よ
う
に
生
活
を
つ
つ
し
む
の
み
な
ら
ず
、
不
浄
に
ふ
れ

た
り
近
づ
か
ぬ
よ
う
に
と
、
清
浄
に
努
め
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
僧
尼
の
宮
中
へ
の
出
入
り
を
差
留
め
ら
れ
た
り
、
寺

の
鐘
ま
で
停
止
さ
せ
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
大
事
な
祭
が
大
嘗
祭
な
の
で
あ
り
、
大
嘗
祭
は
格
別
に
汚
穢
を
厭
わ
れ
来

た
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

 　

国
中
の
汚マ

マ職
を
除
き
天
下
万
民
の
罪
穢
を
祓
う
国
の
大
祓
を
、
平
成
の
大
嘗
祭
を
迎
え
る
八
月
に
古
例
に
な
ら
い
執
行
し
て
、
国

清
ら
か
な
中
、
厳
粛
に
そ
し
て
盛
大
に
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
よ
う
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
新
帝
陛
下
様
に
応

え
る
道
で
あ
り
、
天
照
大
御
神
は
じ
め
神
々
に
お
喜
び
い
た
だ
け
る
道
と
信
じ
ま
す
。
時
を
逸
す
る
こ
と
な
く
、
神
国
再
生
、
天
皇

国
日
本
の
平
安
の
為
に
も
、
努
め
る
べ
き
は
努
め
て
、
聖
使
命
を
果
た
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
中
今
に
生
き
る
も
の
の
努

め
で
も
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

　
　
　

別
表
を
参
照
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

別
表
（
省
略
）
で
は
皇
室
に
お
け
る
儀
式
と
そ
れ
に
対
応
す
る
奉
祝
の
た
め
の
神
事
、
行
事
の
日
程
を
記
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
を
典

拠
と
し
、
鈴
木
重
胤
の
『
大
祓
詞
講
義
』
を
傍
証
と
し
て
掲
げ
、「
大
嘗
祭
前
の
大
祓
」、「
神
明
奉
仕
者
」
と
い
う
表
現
、
諒
闇
明
け
の

大
祓
を
国
民
の
精
神
的
な
「
一
区
切
り
」
と
す
る
な
ど
、
辰
と
森
田
の
論
は
情
理
両
面
に
お
い
て
相
通
じ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
大
嘗
祭
と
神
職
た
る
自
身
と
の
関
連
性
に
対
す
る
問
題
意
識
で
あ
り
、
神
社
本
庁
、
神
青
協
と
も
に
、

大
嘗
祭
関
係
の
祭
典
を
執
行
す
る
法
令
上
の
義
務
は
失
効
し
て
い
る
な
か
で
、
宮
中
祭
祀
と
連
動
し
た
神
社
祭
祀
の
在
り
方
を
志
向
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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五
、　
大
嘗
祭
前
大
祓
の
古
儀

　

神
青
協
は
大
嘗
祭
前
大
祓
を
、『
延
喜
式
』
巻
第
七
「
践
祚
大
嘗
祭（

11
（

」
に
基
づ
く
「
古
儀
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、『
延
喜
式
』
に
お

け
る
「
大
祓
使
」
を
考
証
す
る
に
、

　
　

 

凡
大
祓
使
者
。
八
月
上
旬
卜
定
差
遣
。
左
右
京
一
人
、
五
畿
内
一
人
。
七
道
各
一
人
。
下
旬
更
卜
定
祓
使
差
遣
。
左
右
京
一
人
。
五

畿
内
一
人
。
近
江
。
伊
勢
二
箇
国
一
人
。
在
京
諸
司
晦
日
集
祓
如
二
季
儀
。

で
あ
る
。
平
安
時
代
前
期
成
立
（
貞
観
年
間
と
推
定
さ
れ
る
）『
儀
式（

11
（

』
に
は
、

　
　

 

八
月
上
旬
、卜
定
大
祓
使
発
遣
〔
左
右
京
一
人
、五
畿
内
一
人
、七
道
各
一
人
〕、下
旬
別
卜
更
復
発
遣
〔
左
右
京
一
人
、五
畿
内
一
人
、

近
江
・
伊
賀
・
伊
勢
一
人
〕

と
記
さ
れ
る
。
近
江
・
伊
賀
・
伊
勢
の
三
国
に
発
遣
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
平
安
京
か
ら
伊
勢
神
宮
へ
の
行
路
で
あ
る
か
ら
と
加
茂

正
典（

1（
（

が
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
四
年
八
月
条
を
引
用
し
考
察
し
て
い
る
。
八
月
上
旬
の
「
大
祓
使
」
と
は
別
に
、
下
旬
に
「
祓
使
」
が
発

遣
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
規
定
さ
れ
る
天
神
地
祇
に
対
す
る
奉
幣
使
が
大
祓
使
の
発
遣
が
「
訖
」
る
こ
と
を
条
件
に
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
下
旬
の
発
遣
は
奉
幣
に
先
立
つ
祓
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
大
嘗
祭
前
の
八
月
に
執
行
さ
れ
る
大
祓
は
臨
時
の
大
祓
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
臨
時
諸
国
の
大
祓
は
「
神
祇
令
」
に
規
定
が
あ
る
。
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凡
諸
国
須
大
祓
者
。
毎
郡
出
刀
一
口
。
皮
一
張
。
鍬
一
口
。
及
雑
物
等
。
戸
別
麻
一
条
。
其
国
造
出
馬
一
疋
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
神
祇
令
」
に
定
め
ら
れ
る
諸
国
の
大
祓
と
は
大
祓
の
儀
式
を
執
行
す
る
の
で
は
な
く
、
贖
物
（
あ
が
も
の
）

を
差
し
出
す
形
態
で
あ
っ
た
。『
延
喜
式
』
の
「
左
京
職（

11
（

」
に
も
「
条
別
均
分
賈
備
、
其
價
充
傜
銭
」
と
贖
物
を
納
め
る
形
態
で
あ
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
従
っ
て
、『
延
喜
式
』
の
古
儀
に
お
け
る
「
大
祓
使
」
と
は
、
各
地
に
お
い
て
、
夏
越
・
年
越
の
よ
う
に
大
祓

の
儀
式
を
執
行
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、「
在
京
の
諸
司
」
の
み
が
「
晦
日
に
集
り
祓
す
る
こ
と
二
季
の
如
く
せ
よ
」

と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
央
に
お
け
る
臨
時
大
祓
は
「
神
祇
令
」
に
そ
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
が
、
梅
田
義
彦（

11
（

は
「
令
に
は
規

定
せ
ら
れ
な
か
つ
た
が
格
・
式
に
よ
つ
て
か
く
規
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
つ
て
よ
い
」
と
考
察
し
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
の
御
世
か
ら
平
安
時
代
末
期
ま
で
、
大
嘗
祭
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
確
認
で
き
る
臨
時
諸
国
大
祓
の

記
録
は
、
文
武
天
皇
二
年
十
一
月
七
日
、
天
平
宝
宇
二
年
八
月
十
六
日
、
元
慶
八
年
八
月
十
六
日
、
寛
平
九
年
八
月
二
十
八
日
の
四
回
と

少
な
い
。
大
嘗
祭
以
外
の
理
由
を
含
め
て
も
、
全
国
的
な
大
祓
の
記
録
は
約
二
十
回
に
過
ぎ
な
い
。
記
録
漏
れ
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
諸

国
に
お
い
て
大
祓
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
社
会
情
勢
や
大
祓
を
執
行
す
る
組
織
力
、
安
定
し
た
治
安
、
経
済
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

梅
田
、
三
橋
健（

11
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
は
天
下
諸
国
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
小
範
囲
に
留
め
て
実
施
す
る
場
合
も
あ
っ
た

と
考
え
る
の
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
規
模
の
縮
小
を
儀
式
の
簡
略
化
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
平
安
期
に
天
皇
の
神
聖
化
が
進
み
、
内

裏
を
清
浄
に
保
つ
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
三
宅
和
朗（

11
（

が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り
、
大
祓
に
対
す
る
意
識
の
変
化
の
面
か
ら
も
考
察
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

諸
国
で
大
祓
を
実
施
す
る
目
的
に
つ
い
て
、
矢
野
建
一（

11
（

は
麻
一
条
を
貢
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
民
意
識
を
教
化
す
る
意
図
が
あ
っ

た
と
考
察
し
、
山
本
幸
司（

11
（

は
祭
典
を
停
滞
さ
せ
る
よ
う
な
罪
穢
を
予
備
的
に
祓
う
と
共
に
「
そ
の
儀
礼
が
日
常
性
か
ら
隔
絶
し
た
特
別
な
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意
味
を
持
ち
、
神
聖
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
嘗
祭
前
の
臨
時
諸
国
大

祓
は
国
民
教
化
と
い
う
意
味
も
兼
ね
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
八
月
下
旬
の
大
祓
使
は
、
時
期
的
に
考
え
て
、
天
神
地
祇
に
幣
帛

を
奉
る
に
あ
た
り
、
国
中
を
祓
い
清
め
る
意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
意
義
を
有
し
て
い
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
が
、
臨
時
諸
国
大
祓
は
史
料
、
研
究
と
も
に
決
し
て
多
く
な
く
、
全
容
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

先
述
の
通
り
、
神
青
協
は
「
古
例
」
と
し
て
大
嘗
祭
前
大
祓
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
形
態
は
神
社
本
庁
が
制
定
す
る
「
大
祓
式（

11
（

」
を
各

地
の
社
頭
で
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
神
祇
令
」
や
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
た
全
国
で
贖
物
を
貢
進
さ
せ
る
臨
時
諸
国
大
祓
と
は
明

ら
か
に
異
な
る
。「
五
畿
七
道
の
大
祓
」
と
い
う
名
称
も
『
延
喜
式
』
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
神
青
協
の
大
嘗
祭
前
大

祓
を
「
神
祇
令
」
の
「
凡
諸
国
須
大
祓
者
」
の
再
現
と
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
「
創
ら
れ
た
伝
統（

11
（

」
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。「
創

ら
れ
た
伝
統
」
と
は
、
社
会
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
歴
史
的
な
過
去
と
の
連
続
性
が
お
お
か
た
架
空

の
も
の（

1（
（

」
で
あ
り
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
著
書
以
来
、
歴
史
学
や
文
化
人
類
学
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

こ
の
概
念
を
我
が
国
の
儀
礼
や
祭
祀
に
つ
い
て
適
用
す
る
研
究（

11
（

も
少
な
く
な
い
が
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
ら
の
研
究
は
、「
架
空
」
の
部
分
を

明
確
に
考
証
し
、「
伝
統
」
と
し
て
創
出
し
た
意
図
、
ま
た
は
受
容
さ
れ
る
背
景
ま
で
精
緻
に
分
析
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
学
問
的
に
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
筆
者
は
思
料
す
る
。
ま
た
、
我
が
国
の
神
祇
祭
祀
に
限
ら
ず
、
伝
統
的
な
儀
礼
は
同
時
代
の
社
会
的
、
政

治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
状
況
と
無
関
係
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
進
化
と
衰
微
、
変
容
を
繰
り
返
し
な
が
ら
持
続
し
て
き
た（

11
（

。
換

言
す
れ
ば
、
変
動
す
る
時
代
に
適
応
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で
継
続
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
変
容
し
た
部
分
を
も
っ
て
、

全
体
を
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
と
評
す
る
こ
と
は
、
こ
の
概
念
の
適
切
な
使
用
方
法
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
た
め
、「
伝
統
」
や
「
古
儀
」

を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、
学
術
的
な
見
地
か
ら
、
ど
の
部
分
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
正
確
に
確
認
す
る
作
業
を
要
す
る
。

　

こ
の
視
座
か
ら
大
嘗
祭
前
大
祓
を
見
る
に
、『
延
喜
式
』
の
「
大
祓
使
」
は
左
右
京
職
や
国
衙
な
ど
の
律
令
体
制
を
前
提
と
す
る
も
の
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で
あ
る
か
ら
、
現
代
に
お
い
て
「
凡
諸
国
須
大
祓
者
」
や
大
祓
使
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
つ
全
国
の
神
職
が
大

嘗
祭
前
に
一
斉
に
大
祓
を
執
行
す
る
と
い
う
慣
例
が
近
世
以
前
に
存
在
し
た
訳
で
も
な
い
。
大
嘗
祭
前
大
祓
の
歴
史
的
連
続
性
は
、
大
嘗

祭
に
先
立
ち
諸
国
を
祓
い
清
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
信
仰
、
理
念
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
六
、　
祭
祀
に
お
け
る
信
仰
と
学
問

　

大
祓
の
信
仰
は
、
千
度
祓
、
吉
田
神
道
、
垂
加
神
道
な
ど
各
派
の
教
説
、
国
学
者
の
注
釈
書
な
ど
と
い
っ
た
多
彩
な
展
開
と
変
遷
を
経

て
近
代
に
至
る
。
現
行
の
神
社
に
お
け
る
大
祓
式
は
、
直
接
的
に
は
、
近
代
に
お
い
て
改
め
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
は

藤
田
大
誠（

11
（

、
東
郷
茂
彦（

11
（

に
よ
っ
て
精
緻
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
大
祓
の
大
き
な
変
更
点
は
、「
全
ク
後
世
一
社
ノ
神
事
ト

相
心
得
本
儀
ヲ
失
候（

11
（

」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
国
家
的
な
、
公
的
な
祭
儀
と
再
設
定
し
、
そ
の
執
行
者
と
し
て
神
社
を
任
じ

た
点
に
あ
る
。
神
社
が
執
行
者
と
な
っ
た
理
由
は
、
明
治
四
年
五
月
十
四
日
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に

帰
属
す
る
と
い
う
体
制
が
成
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
祓
に
関
す
る
法
令
と
し
て
、
明
治
五
年
六
月
十
八
日
教
部
省
達
第
七
号
に

よ
り
式
次
第
が
定
め
ら
れ
、
明
治
八
年
四
月
十
三
日
式
部
寮
達
に
よ
り
全
国
神
社
の
恒
例
祭
祀
に
初
め
て
正
式
に
組
み
込
ま
れ
た
。
こ
の

明
治
初
期
の
大
祓
式
の
構
成
は
、
本
殿
を
開
扉
し
て
、
祭
神
に
大
祓
式
斎
行
の
由
を
告
げ
る
祝
詞
を
奏
上
し
た
上
で
、「
祓
詞
」
を
宣
る

と
い
う
新
し
い
形
態
で
あ
る
。
現
行
の
大
祓
式
の
形
態
に
な
る
の
は
、
大
正
三
年
三
月
二
十
七
日
内
務
省
令
第
四
号
に
よ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
容
が
あ
り
な
が
ら
、
明
治
五
年
六
月
十
八
日
教
部
省
達
第
七
号
に
お
い
て
「
旧
儀
」
と
称
す
る
根
拠
、
歴
史
的
連
続
性

は
、
大
祓
を
神
社
の
私
的
神
事
で
は
な
く
、
公
的
祭
祀
と
し
て
「
天
下
一
般
修
行
」
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
次
第
や
作
法
の
変

容
は
、
当
時
の
政
府
の
古
典
に
関
す
る
知
識
が
不
充
分
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
藤
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
京
都
府
か
ら
の
大
祓
執
行

に
関
す
る
伺
に
対
し
、「
語
義
・
語
源
に
注
目
す
る
と
い
う
国
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
法
」
で
逐
条
的
に
詳
細
に
回
答
し
得
る
だ
け
の
専
門
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知
識
を
教
部
省
は
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
神
社
の
祭
神
へ
の
祝
詞
奏
上
を
追
加
す
る
変
更
を
祭
儀
に
採
り
入
れ
た
の
は
、
考
証

不
足
で
は
な
く
、
神
社
を
斎
場
と
し
、
神
官
を
執
行
者
と
し
た
こ
と
へ
の
適
応
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
五
年
制

定
の
大
祓
式
の
「
祓
詞
」
が
『
延
喜
式
』
に
準
拠
し
て
い
な
い
の
は
、
文
明
開
化
で
国
民
意
識
が
変
化
し
、
天
津
罪
、
国
津
罪
の
具
体
例

を
公
然
と
唱
え
る
の
が
風
紀
上
適
切
で
な
い
と
い
う
意
見
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
と
、
東
郷
が
考
証
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
近
代
に
お
け
る
変
容
を
経
て
、
現
行
の
大
祓
式
が
あ
る
。
明
治
五
年
の
変
容
の
な
か
で
も
特
徴
的
な
の
が
、
当
該
神
社
へ

の
祝
詞
奏
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
祓
式
に
当
該
神
社
の
祭
神
を
組
み
込
み
、
祭
神
と
祓
の
神
の
「
神
議
」
に
よ
り
諸
人
の
罪
穢
を
祓
い

清
め
る
と
い
う
独
自
の
教
学
に
基
づ
く（

11
（

。
こ
の
教
学
は
神
職
に
普
遍
的
な
理
解
で
は
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
大
正
期
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
事
例
は
教
部
省
が
独
自
の
教
学
を
構
築
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
祭
儀
次
第
を
考
案
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
も

そ
も
、
神
道
の
祈
り
は
対
象
で
あ
る
神
祇
と
主
体
で
あ
る
人
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
奉
斎
す
る
神
祇
に
関
す
る
知
識
と
状
況

に
応
じ
た
適
切
な
働
き
か
け
に
関
す
る
思
索
の
欠
如
し
た
祭
祀
は
、
一
方
的
な
願
望
の
表
出
に
過
ぎ
ず
、
神
と
人
の
双
方
向
的
な
関
係
構

築
こ
そ
が
祭
祀
の
眼
目
で
あ
る
と
い
え
る
。
典
故
考
究
、
記
紀
解
釈
、
縁
起
・
教
説
・
儀
軌
の
編
纂
な
ど
、
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
を
は

じ
め
と
す
る
神
道
各
派
が
積
み
重
ね
て
き
た
学
問
的
営
為
は
、祭
祀
の
実
践
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、

大
祓
式
の
斎
場
を
神
社
に
変
更
し
た
時
点
で
、
当
該
神
社
祭
神
と
大
祓
式
の
関
係
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
と
い
う
信
仰
上
の
問
題
が
生
じ

る
の
は
必
然
だ
と
い
え
る
。

　

こ
れ
は
祭
祀
の
歴
史
的
連
続
性
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
全
く
新
し
い
形
態
の
祭
儀
を
興
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
神
祇

を
ど
う
理
解
し
、
ど
う
位
置
付
け
る
か
、
そ
れ
は
信
仰
の
道
統
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
一

例
を
挙
げ
れ
ば
、
近
年
の
自
然
災
害
後
の
被
災
地
に
お
い
て
、
神
籬
を
立
て
ず
、
奉
仕
者
が
大
祓
詞
を
一
斉
に
奉
唱
す
る
と
い
う
形
態
の

「
復
興
祈
願
祭
」
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
祭
器
具
を
準
備
し
難
い
状
況
で
祭
祀
を
営
む
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
発
生
し
た
形
態
で
あ
る
と
推
測 
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さ
れ
る
。
無
論
、
大
祓
詞
の
文
中
に
復
興
の
文
言
は
含
ま
れ
ず
、
複
数
の
神
職
が
境
内
の
外
で
、
大
祓
詞
を
斉
唱
し
て
「
祈
願
祭
」
と
す

る
形
態
は
、
神
社
神
道
の
祭
儀
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
大
祓
詞
が
奏
上
さ
れ
る
理
由
は
、
大
祓
詞
が
ど
の
よ

う
な
祈
願
に
も
対
応
で
き
る
万
能
な
祝
詞
の
如
く
認
識
さ
れ
て
い
る
風
潮
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
全
く
根
拠
の
な
い
も
の

で
は
な
い
。『
中
臣
祓
訓
解
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
末
期
頃
か
ら
中
臣
祓
に
よ
り
煩
悩
を
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

信
仰
が
生
じ
、
中
臣
祓
に
よ
り
現
世
利
益
を
願
う
私
的
祈
願
に
応
え
よ
う
と
す
る
宗
教
者
が
現
れ
、
垂
加
神
道
で
は
読
誦
す
る
こ
と
で
神

人
合
一
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
中
臣
祓
を
位
置
づ
け
て
い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
中
臣
祓
は
多
様
に
展
開
し
、
祓
と
祈
願
成
就
の

力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
大
祓
詞
を
「
万
能
祝
詞
」
の
如
く
扱
う
風
潮
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
推

測
で
き
る
。
し
か
し
、
中
臣
祓
と
大
祓
詞
の
差
違
、
神
道
諸
派
に
お
け
る
中
臣
祓
の
解
釈
の
差
違
、
ま
た
は
大
祓
詞
斉
唱
に
よ
る
祈
願
祭

の
祭
神
は
何
れ
の
神
か
な
ど
の
問
題
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
奉
仕
者
が
大
祓
詞
を
「
万
能
祝
詞
」
と
強
く
信
仰
し
て
い
て
も
、
そ
の
祭
祀

は
「
我
善
し
と
思
ふ
故
に
神
も
善
し
と
許
さ
せ
給
ふ
、
と
す
る
の
は
、
お
し
つ
け
わ
ざ
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
自
分
を
妄
信
し
て
、
神
ま
で

も
己
が
思
惟
の
所
産
と
き
め
る
か
ら
だ
。」
と
い
う
折
口
信
夫（

11
（

の
批
判
を
克
服
す
る
も
の
で
は
な
い
。
折
口
が
「
神
に
関
し
た
知
識
の
有

無
は
一
つ
の
事
を
し
て
も
、
信
仰
と
迷
信
に
岐
れ
て
現
れ
る
。
学
術
的
地
盤
に
立
た
ね
ば
こ
そ
、
当
季
限
り
の
流
行
風
の
施
設
の
当
否
の

判
断
も
出
来
な
い
。」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神
祇
に
関
す
る
専
門
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
信
仰
だ
か
ら
こ
そ
、
祭
祀
の
土
台
た
り

え
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
連
続
性
の
保
持
に
学
術
的
な
見
地
か
ら
の
考
証
が
要
す
る
よ
う
に
、
信
仰
的
正
当
性
や
道
統
を
保
持
す
る
た
め

に
も
、
祭
祀
に
は
学
問
的
営
為
が
伴
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
七
、　
お
わ
り
に

　

神
青
協
の
大
嘗
祭
前
大
祓
と
「
神
祇
令
」、『
延
喜
式
』
は
形
態
的
に
は
連
続
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
『
延
喜
式
』
の
再
現
と
称
す
れ
ば
、
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そ
れ
は
史
実
に
反
す
る
。
し
か
し
、
上
代
か
ら
続
く
、
大
嘗
祭
前
に
は
国
中
の
清
浄
を
期
す
べ
き
信
仰
・
理
念
を
現
代
社
会
に
お
い
て
実

行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
祭
祀
の
理
念
と
し
て
は
歴
史
的
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
大
嘗
祭
前
の
八
月
頃
に
、
大
祓
式
を
執
行
す

る
意
義
は
、
予
備
的
に
罪
穢
れ
を
祓
い
、
恙
な
い
諸
儀
式
を
願
う
神
事
で
あ
る
と
共
に
、
神
社
関
係
者
に
対
し
て
は
宮
中
祭
祀
を
輔
翼
す

る
も
の
と
し
て
の
神
社
神
道
の
姿
勢
を
示
し
、
国
民
に
対
し
て
は
皇
室
儀
礼
に
お
け
る
古
典
・
伝
統
の
重
視
、
大
嘗
祭
の
神
聖
性
を
教
化

す
る
点
に
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
大
嘗
祭
の
意
義
宣
揚
と
い
う
目
的
を
有
す
る
点
が
特
色
で
あ
っ
て
、
祭
典
前
に
清
浄
を
期
す
こ
と
を

専
ら
と
す
る
神
社
本
庁
が
全
国
神
社
に
通
達
し
た
大
嘗
祭
二
日
前
の
大
祓
式
執
行
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
。
無
論
、
将
来
的
な
大
嘗
祭
に

際
し
て
、
企
画
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
活
用
し
、
教
学
的
に
補
強
す
べ
き
余
地
は
あ
る
。
ま
た
、
神

青
協
と
い
う
組
織
に
と
っ
て
、
独
自
に
古
典
に
基
づ
き
、
大
祓
を
勧
奨
し
た
こ
と
は
、
神
社
本
庁
か
ら
独
立
し
た
組
織
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
意
義
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（

11
（

。

　

神
道
指
令
に
よ
り
神
社
は
国
家
の
営
造
物
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
神
社
本
庁
及
び
神
青
協
を
は
じ
め
と
す
る
神
社
関
係
諸
団
体

は
、
御
大
喪
と
御
大
礼
に
際
会
し
、
伝
統
に
基
づ
く
皇
室
行
事
の
斎
行
を
請
願
す
る
運
動
を
展
開
す
る
。
こ
の
自
主
的
な
行
動
は
、
神
社

関
係
者
の
皇
室
に
対
す
る
輔
翼
の
意
識
が
国
家
の
法
制
度
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
換
言

す
れ
ば
、
精
神
的
な
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が
法
制
度
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
得
て
、
神
社
関
係
者
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

精
神
的
な
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
当
時
の
神
職
の
理
解
や
普
及
率
、
ま
た
近
代
に
醸
成
さ
れ
た
も
の
か
、
神
祇
信
仰
の
本
質
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
更
に
検
証
を
要
す
る
。
理
解
や
普
及
率
を
計
る
研
究
方
法
と
し
て
、
神
社
本
庁
の
通
達
や
神
青
協
の
呼
び
か
け
に
応

じ
た
神
社
・
神
職
数
を
調
査
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
充
分
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
恒
例
祭
祀
の
執
行
数
な

ど
、
統
計
的
な
数
値
の
集
計
は
、
現
代
の
神
社
神
道
を
考
え
る
指
標
と
な
ろ
う
。

　

神
社
関
係
者
の
多
く
が
皇
室
を
敬
慕
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
漠
然
と
し
て
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い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
戦
前
の
「
即
位
礼
及
大
嘗
祭
ノ
当
日
官
国
幣
社
以
下
神
社
ニ
於
テ
行
フ
祭
祀
」
は
勅
令
で
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
大
嘗
祭
と
連
動
し
た
公
の
祭
祀
で
あ
る
。
勅
令
を
含
む
神
社
に
関
す
る
法
令
が
失
効
し
て
も
、
精
神
的
な
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が

存
在
し
得
た
よ
う
に
、
法
令
と
し
て
は
失
効
し
た
が
、
勅
を
奉
じ
て
祭
祀
を
執
行
す
る
と
い
う
理
念
を
継
承
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
戦
後
の
体
制
下
で
あ
っ
て
も
、
大
嘗
祭
当
日
、
各
神
社
で
奉
仕
す
る
こ
と
が
、
勅
令
を
奉
じ
た
、
直
接
的
奉
仕
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
神
明
奉
仕
者
と
し
て
の
我
々
が
直
接
的
な
立
場
で
大
嘗
祭
に
携
は
れ
る
機
会
」
と
し
て
、

神
社
本
庁
の
通
達
に
よ
る
「
即
位
礼
・
大
嘗
祭
当
日
神
社
に
於
て
行
ふ
祭
祀
並
び
に
臨
時
大
祓
の
件
」
を
神
青
協
は
見
て
い
な
い
。
こ
れ

は
他
の
恒
例
祭
祀
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
戦
前
期
の
勅
令
を
精
神
的
に
継
承
し
た
祭
祀
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
包
括
宗
教
法
人

た
る
神
社
本
庁
が
新
た
に
包
括
下
神
社
に
命
じ
て
い
る
祭
祀
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
戦
前
の
神
社
祭
祀
と
の
連
続
性
は
、
現
代
の
神
社
祭

祀
の
意
義
と
性
質
を
考
え
る
上
で
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
漠
然
と
し
た
ま
ま
で
あ
る（

1（
（

。
ま
た
、
戦
前
期
に
お
い
て
、
神
社
祭
祀
が
勅
令

に
よ
り
定
め
ら
れ
、
国
体
と
一
体
で
あ
る
神
社
観
が
多
く
の
神
道
人
に
共
有
さ
れ
、
戦
前
期
の
指
導
的
立
場
の
神
道
人
が
宮
中
祭
祀
・
神

宮
祭
祀
・
神
社
祭
祀
を
有
機
的
に
統
合
す
る
機
構
構
築
を
構
想（

11
（

し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
が
連
動
し
て

い
な
い
点
も
多
々
あ
り
、
有
機
的
統
合
に
つ
い
て
も
神
勅
の
解
釈
の
相
違
や
理
想
的
な
機
構
制
度
に
つ
い
て
は
多
様
な
意
見
が
あ
っ
た
こ

と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
神
青
協
の
大
嘗
祭
前
大
祓
を
考
察
し
、
青
年
神
職
に
大
嘗
祭
、
宮
中
祭
祀
を
輔
翼
す
る
意
識
が
存
在
す
る
を
確
認
し
た
。

平
成
の
御
大
礼
は
戦
後
の
神
社
神
道
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
。
戦
前
か
ら
続
く
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
の

関
係
性
の
議
論
、
神
道
指
令
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
国
体
・
皇
室
と
神
社
の
関
係
と
い
っ
た
神
社
神
道
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
を
深
く
穿
鑿

せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
大
嘗
祭
を
通
じ
て
「
神
社
神
道
」
の
定
義
が
決
す
る
ほ
ど
、
教
学
的
議
論
は

深
化
し
な
か
っ
た
。
当
時
の
社
会
的
・
政
治
的
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
嘗
祭
そ
の
も
の
が
斎
行
で
き
な
い
可
能
性
す
ら
存
在
し
た
の
で
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あ
る
か
ら
、
神
社
関
係
者
に
そ
こ
ま
で
の
余
裕
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
歴
史
的
に
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴

史
の
一
点
で
あ
り
、
そ
の
一
点
だ
け
を
も
っ
て
神
社
神
道
そ
の
も
の
の
定
義
、
神
青
協
と
い
う
団
体
の
性
質
を
決
定
す
る
こ
と
は
控
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
様
々
な
点
を
多
角
的
に
洞
察
し
、
線
と
し
な
く
て
は
、
戦
後
の
神
社
神
道
の
実
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

近
年
、
神
社
本
庁
や
神
道
政
治
連
盟
に
対
し
注
目
が
高
ま
り
、
関
連
の
著
述
も
刊
行
さ
れ
た
が
、
主
観
的
な
経
験
に
よ
る
言
説
も
多
い
。

同
時
代
だ
か
ら
こ
そ
の
史
料
的
、
情
報
開
示
上
の
問
題
が
あ
る
が
、
近
代
ま
で
の
神
道
史
と
連
結
さ
せ
、
公
開
さ
れ
た
史
料
を
客
観
的
に

分
析
し
た
研
究
を
蓄
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
註

　
（
（
） 　
「
宗
教
法
人
「
神
社
本
庁
」
庁
規
」（
昭
和
二
十
七
年
一
月
二
十
九
日　

文
部
大
臣
認
証
）
第
三
条
。

　
（
2
） 　

藤
田
大
誠
「
國
學
院
大
學
に
お
け
る
建
学
の
精
神
「
神
道
精
神
」
の
基
礎
的
考
察
」（『
國
學
院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
第
一
〇
号
、
平

成
三
十
年
）、
藤
田
大
誠
「「
国
家
神
道
」
概
念
の
近
現
代
史
」（
山
口
輝
臣
編
『
戦
後
史
の
な
か
の
「
国
家
神
道
」』（
山
川
出
版
社
、
平
成
三
十
年
）。

　
（
3
） 　

拙
稿
「「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
制
度
と
精
神
」（『
国
家
神
道
と
国
体
論
に
関
す
る
学
際
的
研
究
―
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
「
知
」
の
再

検
討
―
』
所
収
、
平
成
二
十
七
～
二
十
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
研
究
課
題
／
領
域
番
号
：
１
５
Ｋ

０
２
０
６
０
、
研
究
代
表
者
：
藤
田
大
誠
、
平
成
三
十
年
）。

　
（
4
） 　

美
濃
部
達
吉
『
改
訂
憲
法
撮
要
』（
有
斐
閣
、
昭
和
七
年
）。

　
（
5
） 　

葦
津
珍
彦
『
神
祇
制
度
思
想
史
に
つ
き
管
見
―
本
庁
講
師
教
学
委
員
辞
任
に
際
し
て
―
』（
神
社
本
庁
教
学
研
究
室
、
昭
和
五
十
八
年
）。

　
（
6
） 　

小
野
祖
教
「
神
社
及
神
社
神
道
の
定
義
に
関
す
る
問
題
提
出
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
一
号
所
収
、
昭
和
三
十
一
年
）。

　
（
7
） 　

神
祇
院
総
務
局
編
『
最
新
神
社
法
令
要
覧
』（
京
文
社
、
昭
和
十
六
年
）、
二
四
四
頁
。
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（
8
） 　

前
掲
同
書
、
四
五
頁
。
府
県
社
以
下
神
社
に
対
し
て
は
、
大
嘗
祭
に
際
し
、
都
道
府
県
あ
る
い
は
市
町
村
か
ら
神
饌
幣
帛
料
の
供
進
が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
全
て
の
府
県
社
以
下
神
社
が
対
象
で
は
な
く
、
供
進
の
な
い
神
社
も
存
在
す
る
。

　
（
9
） 　

本
稿
で
は
黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系　

令
義
解
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）
を
参
照
し
た
。

　
（
（0
） 　

目
黒
和
三
郎
「
大
礼
号
発
刊
の
辞
」（『
全
国
神
職
会
会
報
』
第
二
〇
〇
号
所
収
、
大
正
四
年
）。

　
（
（（
） 　

河
野
省
三
「
神
国
の
御
大
礼
」（『
全
国
神
職
会
会
報
』
第
二
〇
〇
号
所
収
）。

　
（
（2
） 　
『
皇
国
』（
第
三
五
八
号
、
昭
和
三
年
）。

　
（
（3
） 　

拙
著
『
近
現
代
神
道
の
法
制
的
研
究
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
九
年
）、
第
三
章
参
照
。

　
（
（4
） 　

ち
な
み
に
「
神
青
協
」
の
略
称
は
「
指
令
第
一
号
」
に
お
い
て
「
神
青
協
の
中
核
体
た
る
青
年
神
職
の
組
織
化
を
第
一
段
階
と
す
」
と
あ
る
を
公

的
な
文
書
で
の
初
出
と
す
る
。

　
（
（5
） 　

単
位
会
の
名
称
は
、「
○
○
県
神
道
青
年
会
」
が
多
い
が
、
他
に
「
○
○
県
神
道
青
年
協
議
会
」、「
神
道
振
興
会
」、「
青
年
神
職
会
」、「
青
年
神
職

む
す
び
会
」
と
い
う
名
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
神
青
協
」
の
例
に
倣
い
、
単
位
会
を
「
○
○
神
青
」
と
通
称
す
る
こ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
。

　
（
（6
） 　

会
員
資
格
を
四
十
歳
ま
で
と
す
る
単
位
会
が
多
い
が
、
そ
れ
以
上
ま
で
資
格
を
認
め
る
単
位
会
も
あ
り
、
ま
た
役
員
任
期
中
に
よ
る
会
員
資
格
延

長
の
制
度
も
存
在
す
る
。

　
（
（7
） 　

行
政
に
お
け
る
「
東
海
地
区
」
は
三
重
、
愛
知
、
静
岡
、
岐
阜
で
あ
り
、
神
社
関
係
に
お
け
る
地
区
は
行
政
に
よ
る
地
区
区
分
に
準
拠
し
て
い
な
い
。

　
（
（8
） 　

指
定
団
体
と
は
、
神
社
本
庁
が
、
そ
の
活
動
・
運
営
に
必
要
な
も
の
と
し
て
支
援
す
る
特
別
関
係
団
体
で
あ
る
。

　
（
（9
） 　

宮
地
治
邦
は
、
昭
和
三
十
五
年
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
し
、
同
大
学
史
料
編
纂
所
に
勤
務
、
昭
和
二
十
一
年
に
神
社
本
庁
主
事
、

昭
和
三
十
四
年
に
東
京
女
学
館
短
期
大
学
教
授
、
昭
和
五
十
年
に
東
京
女
学
館
理
事
長
・
学
長
を
務
め
た
。

　
（
20
） 　

神
道
青
年
全
国
協
議
会
『
神
青
協
五
十
年
史
』（
平
成
十
一
年
）。
以
下
、
神
青
協
の
創
立
に
関
し
、
特
記
の
な
い
場
合
は
本
書
を
典
拠
と
す
る
。

　
（
2（
） 　
『
神
社
新
報
』（
第
二
〇
三
四
号
、
平
成
元
年
四
月
二
十
四
日
）。
以
下
、
神
社
本
庁
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
特
記
な
い
場
合
は
『
神
社
新
報
』
を
典

拠
と
す
る
。

　
（
22
） 　
『
神
社
新
報
』（
第
二
〇
六
二
号
、
平
成
元
年
十
一
月
二
十
七
日
）。

　
（
23
） 　

当
時
の
『
神
社
新
報
』
に
は
正
式
な
事
業
名
の
記
載
が
な
く
、『
神
青
協
五
十
年
史
』
を
典
拠
と
し
た
。

　
（
24
） 　

前
掲
『
神
青
協
五
十
年
史
』。
約
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
青
協
五
十
年
史
』
で
は
「
基
づ
く
」、「
考
へ
る
」
で
あ
る
が
、
当
時
の
『
神
社
新
報
』
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で
は
「
も
と
づ
く
」、「
考
え
る
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
25
） 　

平
成
二
年
二
月
五
日
発
行
。

　
（
26
） 　
『
神
社
新
報
』（
第
二
〇
九
〇
号
、
平
成
二
年
七
月
二
日
）。

　
（
27
） 　

神
社
本
庁
『
神
社
本
庁
四
十
五
年
誌
』（
平
成
三
年
）。

　
（
28
） 　
『
小
日
本
』（
平
成
二
年
一
月
号
）
所
収
。
筆
者
の
辰
守
弘
の
当
時
の
役
職
は
「
多
度
神
社
」（
平
成
七
年
に
「
多
度
大
社
」
に
改
称
）
禰
宜
。
現
在

は
真
清
田
神
社
宮
司
で
あ
る
。

　
（
29
） 　

本
稿
で
は
、
黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系　

交
替
式
・
弘
仁
式
・
延
喜
式
前
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）
を
参
照
し
た
。

　
（
30
） 　

皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
・
発
行
『
訓
讀
註
釋　

儀
式　

践
祚
大
嘗
祭
儀
』（
平
成
二
十
四
年
）。

　
（
3（
） 　

加
茂
正
典
「「
儀
式　

践
祚
大
嘗
祭
儀
」
考
」（
前
掲
『
訓
讀
註
釋　

儀
式　

践
祚
大
嘗
祭
儀
』
所
収
）。

　
（
32
） 　

本
稿
で
は
黒
板
勝
美
編
『
国
史
大
系　

延
喜
式
後
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）
を
参
照
し
た
。

　
（
33
） 　

前
掲
『
訓
讀
註
釋　

儀
式　

践
祚
大
嘗
祭
儀
』、
五
八
頁
。

　
（
34
） 　

梅
田
義
彦
「
臨
時
大
祓
考
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
八
号
所
収
、
昭
和
三
十
四
年
）。

　
（
35
） 　

三
橋
健
「
大
祓
研
究
序
説
」（『
神
道
史
論
叢
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
九
年
）。

　
（
36
） 　

三
宅
和
朗
「
古
代
大
祓
の
基
礎
的
考
察
」（『
史
学
』
第
五
九
巻
第
一
号
、
平
成
二
年
）。

　
（
37
） 　

矢
野
建
一
「
天
下
（
四
方
）
大
祓
の
成
立
と
公
民
意
識
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
六
二
〇
号
所
収
、
平
成
三
年
）。

　
（
38
） 　

山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓
』（
平
凡
社
、
平
成
四
年
）。

　
（
39
） 　

昭
和
四
十
七
年
規
程
第
八
号
「
神
社
に
於
て
行
ふ
恒
例
式
」。

　
（
40
） 　

エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
テ
レ
ン
ス
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
『
創
ら
れ
た
伝
統
』（
紀
伊
国
屋
書
店
、
平
成
四
年
）。

　
（
4（
） 　

前
掲
同
書
、
一
〇
頁
。

　
（
42
） 　

小
島
毅
『
天
皇
と
儒
教
思
想　

伝
統
は
い
か
に
創
ら
れ
た
の
か
？
』（
光
文
社
、
平
成
三
十
年
）
等
。

　
（
43
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
谷
尚
紀
は
『
神
道
入
門
―
民
俗
伝
承
学
か
ら
日
本
文
化
を
読
む
―
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
三
十
年
）
に
お
い
て
、「
神
道
は
、

流
動
的
な
歴
史
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
実
態
は
い
わ
ば
動
画
で
あ
り
、
そ
れ
を
静
止
画
と
し
て
あ
る
時
期
の
神
道
を

も
っ
て
、
真
の
「
神
道
」
と
は
こ
れ
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
、
固
定
化
さ
せ
て
考
え
る
の
は
、
大
き
な
間
違
い
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。



146神道青年全国協議会による大嘗祭前の大祓の歴史的意義
　
（
44
） 　

藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、
平
成
十
九
年
）。

　
（
45
） 　

東
郷
茂
彦「
近
代
に
お
け
る
大
祓
式
・
大
祓
詞
の
再
興
と
変
容
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』第
一
一
号
、平
成
二
十
九
年
）。

　
（
46
） 　

明
治
四
年
六
月
二
十
五
日
布
告
。

　
（
47
） 　

星
野
光
樹
「
明
治
八
年
式
部
寮
達
『
神
社
祭
式
』
の
制
定
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」（『
日
本
文
化
と
神
道　

３
』
所
収
、
國
學
院
大
學
文
部
科
学

省
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
八
年
）。

　
（
48
） 　

岡
田
荘
司
「
私
祈
祷
の
成
立
―
伊
勢
流
祓
の
形
成
過
程
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
一
八
号
、
昭
和
六
十
年
）、
鈴
木
一
彦
「
近
代
日
本
に
お
け
る
大
祓

詞
の
思
想
的
解
釈
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
文
学
研
究
科
、
第
四
五
号
所
収
、
平
成
二
十
五
年
）
参
照
。

　
（
49
） 　

折
口
信
夫
「
現
行
諸
神
道
の
史
的
価
値
」（『
皇
国
』
第
二
七
九
号
所
収
、
大
正
十
一
年
）。

　
（
50
） 　

平
成
二
年
前
後
に
、
将
来
に
お
け
る
神
青
協
の
在
り
方
、
特
に
独
自
の
企
画
力
を
喪
失
し
、
神
社
本
庁
の
下
部
団
体
と
化
す
懸
念
を
神
青
協
関
係

者
が
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲
『
神
青
協
五
十
年
史
』
に
散
見
さ
れ
る
。

　
（
5（
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
嘗
祭
前
、
神
社
へ
の
放
火
事
件
が
相
次
い
だ
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
て
、
当
時
の
言
説
や
事
象
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
思
料
す
る
。

　
（
52
） 　

齊
藤
智
朗
「
戦
中
期
に
お
け
る
皇
典
講
究
所
祭
祀
審
議
会
の
活
動
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』 

所
収
、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
八
年
）。


